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研究成果の概要（和文）：R・ブランダムの哲学が、ヘーゲルの「客観的精神」概念と承認論を

彼独自の規範的語用論に基づいてプラグマティズム的に解釈することによって可能となってお

り、これによってポスト分析哲学における観念論的認識論の可能性が示されていることを明ら

かにした。これにたいするＪ・ハーバーマスの批判は、ブランダムが規範的語用論を我・汝関

係から理解することの問題を明らかにした点に功績があったが、むしろブランダムの理論に内

在して我・我々関係を導入しうることを指摘した。 
 
研究成果の概要（英文）：The philosophy of R. Brandom is based on his own linguistic pragmatist 
interpretation of Hegel’s theory of the Objective Spirit and recognition. It supports one possible version 
of epistemological idealism in the context of analytical philosophy. Habermas points out the problem of 
the model of the I-Though relationship in which Brandom understands his pragmatics. But in this 
research it is pointed out that the I-We relationship can be introduced into the Brandom’s theory. 
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１．研究開始当初の背景 
(1) ヘーゲル哲学研究は、1960 年代における

テキストの年代確定、およびこれに基づく決

定版全集（Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 

Gesammelte Werke, Hamburg, 1968ff.）の刊行開

始以来、およそ 30 年間飛躍的な発展を遂げ

てきた。 

 

(2) 90 年代前半からは、それまでヘーゲル哲

学に否定的であるといわれてきた米国の分

析哲学の伝統から R・ブランダムや J・マク

ダウェルらが独自のプラグマティズム的解

釈によって、ヘーゲルを再評価している。 
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(3) (2)の潮流に対してドイツではハーバー

マスを代表とする旧世代の哲学者たちが厳

しい批判をおこなう一方で、若手の研究者た

ちは、積極的に受容しつつある。日本ではピ

ッツバーグ新ヘーゲル主義への関心が高ま

りつつあるものの、異なった哲学的訓練が必

要であることから本格的な研究はまだ見ら

れないという状況であった。 
 
２．研究の目的 
(1) 研究代表者は現在、現代のプラグマティ

ズムの観点からヘーゲル哲学の現代的な意

義にについて明らかにするべく研究を進め

ている。その中でも本研究は、R・ブランダ

ムのヘーゲル解釈、及びこれに対する J・ハ

ーバーマスの批判を検討することによって、

前者が主張している、ヘーゲル哲学のプラグ

マティズム的な解釈が可能であるかどうか、

また可能であるとすれば、それは哲学的にい

かなる意義を持つのかについて明らかにし

ようとするものである。 

 

(2) 中でも特にヘーゲルの「客観的精神」概

念および承認論が、言語使用における規範の

相互主観的を基礎付けという観点から支持

しうるものであるのかどうかを検討する。 

 
３．研究の方法 
(1) ブランダムに関しては、主著である

Making It Explicit(1994)に中心的に取り組んだ。

その際、浩瀚な同著を簡潔にまとめた

Articulating Reasons(Brandom 2000）およびブ

ランダム自身が Making It Explicit を補う著作

としている、Tales of Mighty Dead (2002) を適

宜参照した。 

 

(2) 語用論に基礎を置くブランダムの哲学

は、ハーバーマスと共通点を持つにもかかわ

ら ず 、 ハ ー バ ー マ ス が Wahrheit und 

Rechtfertigung (1999)でブランダムを批判しな

がら「カント的プラグマティズム」の立場を

明確にしていることから、ハーバーマスの理

論哲学およびヘーゲル評価と比較する形で、

ブランダムのヘーゲル主義を明らかにする

よう試みた。 
 
４．研究成果 
（１）ブランダムは、セラーズの「所与性の

神話」批判をより徹底させ、①単称名につい

ても指示に依拠する必要はなく、それが属す

る文および、その文が他の文と持つ推論的関

係によって意味が確定されること、②さらに

は対象の概念さえも推論的関係に依拠する

ものであること、③その限りで経験主義が典

型的に依拠する表象主義的立場は、暗黙の推

論的意味内容を明示化するという「表現主

義」にとって代わられるべきであることを主

張している。 

 

(2) ブランダムはさらにそこから、概念の意

味を支える規範が使用を通じて確定される

という一元論を主張し、規範に関する一種の

社会的実在論を擁護している。 

 

(3) ハーバーマスはブランダムが、ヘーゲル

哲学を誤解していると批判し、同時に自身の

語用論にはカント的二元論を採用するが、本

研究においてはヘーゲル『精神現象学』の感

覚的確信章における経験論批判、および理性

章におけるカント批判を参照しながら、以上

のブランダムの主張がヘーゲル解釈として

も妥当であること、さらにハーバーマスの意

図する語用論に基づく合理性の基礎付けを

より一貫して行うものであることをあきら

かにした。 

 

(4) こうした観念論的認識論を可能として

いるのは、ブランダムの規範的プラグマティ



 

 

ズムである。Making It Explicit において、規

範的プラグマティズムは以下のように展開

されている。①カントの超越論哲学を言語使

用の規則を明らかにしたものとして規範的

に理解する、②しかし、規則のこうした超越

論的基礎付けは、規則適用の規則を必要とす

ることによって、無限後退を引き起こす、③

しかし、言語の実際の使用から規範を導出す

ることには Gerrymandering 問題を帰結する、

④ ②と③のアポリアを回避するために、改

変されたデネットのスタンス・スタンスが採

用される。 

 

(5) ブランダムのこうした規範的プラグマ

ティズムは、同時に合理性の社会的な把握を

含むものである。ブランダムは実際、Tales of 

Mighty Dead において、社会的な合理性が歴

史的合理性に展開することを明らかにして

おり、より強い意味でのヘーゲル主義を分析

哲学にもたらそうとしている。 

 

(6) ハーバーマスは①ブランダムの語用論

が我・汝関係を基礎としていること、②認識

論的に強い実在論を主張していることを批

判しているが、前者についてはブランダムの

語用論をむしろ我・我々関係へと拡張するこ

とで乗り越え可能であること、後者について

は本人が想定していない強い実在論をブラ

ンダムに帰するものであり、妥当しないこと

を明らかにした。 

 

(7) 本研究の意義は、①ブランダムによるプ

ラグマティズムが、カントからヘーゲルへと

いう哲学史的展開についての理解に基づい

ていることが示されたこと、さらにこれによ

って、②分析(哲学)的合理性が、ヘーゲル的

な歴史的合理性理解へと展開しなければな

らないことが示されたこと、③このようなヘ

ーゲル主義が、ハーバーマスの批判を惹起し

たが、ハーバーマスの批判がブランダムの理

論の誤解に基づいており、むしろ広い哲学的

射程を持つことを明らかにした点にある。 
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